
確固とした個人情報保護措置がなければ住基ネット不参加の継続を！ 不参加申出者の同意なしには送信するな！ 
17%達成の成果を受け、住基ネット中止を目ざし 

杉並区長 山 田 宏 様 

住基ネットに不

代

 

住基ネット非通知申出についての見解
 

 杉並区は 11 月 28 日の区議会で、住基ネットに

者が、11 月 26 日現在で 64,742 人と発表しました

 私たちは、杉並区が昨年８月以来の住基ネット

月に「横浜方式（段階的参加）」に転換して以降、

住基ネット参加の是非は住民投票で問うよう求め

 しかし残念ながら10月20日に杉並区が住民票

通知申出」の受付を開始する中で、私たちは「杉

ネットＮＯ！の声を」「住基ネット不参加の意思

し、危険な住基ネットを中止させよう」と区民に

 11 月 16 日には住基ネットに反対する各地の仲

駅での一斉宣伝活動を１万枚のビラを配布し成功

このような活動の結果、11 月 10 日の中間発表で 2

知申出が 2.5 倍になり、適切な広報がされていれ

出があったと思われます。 

 この間杉並区は、杉並区住基ネットシステム調

んらかの選択制を指向するとすれば・・・・区民

障するために、利便性やリスクなどについて具体

開示、提供を行うことが不可欠」と指摘したにも

ような情報提供をまったく行わず、区民は私たち

並区の方針転換を知るような状態でした。 

 そのために、少なくない区民が今回の非通知申

ままにすれば住基ネットに不参加で、参加したい

等の誤解をしたまま手続きが行われました。 

 また横浜市の非通知申出の時と違い、杉並区は

を前提にした段階的参加方式」であると強調し、

なる「安全性が総合的に確認された場合」の基準

たために、「申出してもしなくても全員参加なら同

基ネットに反対しながら手続きをあきらめる傾向

 さらに横浜市と違い住民票コードが個人単位の

出も個人単位で行うことを求められたために、手

いう事情もありました。 

 私たちは区民の選択を保障するために、手続き

解消する十分な周知や、窓口で手続きする都合が

代理申請を受け付けること、非通知申出書を紛失

付ができるよう再発行すること、などを要請して

 しかし杉並区は周知をせず、代理申請や再発行

めないと説明し、受付終了直前には一転して認め

の、それを周知する間は受付を延長するよう求め

広報しないまま手続きを終了しました。 

 これでは住基ネットに反対する区民の意思が、

とはいえません。しかしそれでも 64,742 人の区民

て住基ネット不参加の意思を表明されたことは、

ートして１年がすぎマスコミ報道が少なくなった

て多くの方々が住基ネットに反対していること

た。 

 

 私たちは杉並区がこの意思表明の重みをしっか

下の対応をされるよう求めます。 

（１）非通知申出をした区民の本人確認情報を、

て都に送信しないでください。 

（２）11 月 29 日以降も非通知申出を受け付けて

（３）非通知申出をしなかった区民の本人確認情

前に、安全性が確保されたと判断する根拠を

住民投票を実施して区民の判断を確認してく

（４）送信する際は、都に仮運用で送信された本

削除した上で、非通知申出者以外について再

してください。 

（５）今回の非通知申出について、以下のことを

さい。 

 １．10 月 21 日～11 月 28 日における各町（丁目

通知」申告者数 

 ２．区からの通知書の不達者数と、その後の対

 ３．区からの通知書の返送数（受け取り拒否分

 ４．区に対する問い合わせの総件数とその内容

 ５．11 月 29 日以降の転入者・出生者の非通知

 ６．都・国との協議の状況と、都が送信を受け

これからもうひと頑張り！ 
①段階的参加方針を再検討し不参加の継続を 
杉並区は非通知申出にあたり「長野県の実験で住

基ネットへの侵入が可能だったとの報道が事実とす

れば改めて接続するか否かの検討をする」と表明し

ていました。その後長野県は12月 16日に、庁内

情報網から住基ネットの端末機への不正侵入が可能

だ、との調査結果の速報を発表しています。 

住基ネットの問題はたんに不正侵入の危険だけで

はありません。杉並区の求める確固とした個人情報

保護措置が整わなければ住基ネットには接続しない

よう、区に働きかけましょう。住基ネットに接続す

るときは、住民投票を実施させましょう。 
②国・都の圧力に屈しないよう区民の監視を 
 総務省・東京都は杉並区の「段階的参加」方針を

認めず、非通知申出者以外の送信も受け付けない、

としています。杉並区は「1 月末までをひとつの区

切りとして協議を進める」と発表し、協議が整わね

ば司法的決着も考えるとしていますが、国・都の圧

力に屈してなし崩しに全員参加に進まないよう、注

目しましょう。 

③非通知申出区民の不参加の意思の保障を  
 杉並区は非通知申出をした区民も「住基ネットの

安全性が総合的に確認された時には参加になる」と

していますが、「確認」するのは区ではなく申出した

区民自身であるべきです。本人同意なしに住基ネッ

トに個人情報を送信しないよう、区に求めましょう 
④住基ネット廃止に向けた自治体の連携を 
不参加を継続している矢祭町や国立市、議会の反

対で全面参加（第２次稼動）のできない国分寺市、

85 万人の不参加が続いている横浜市、そして住基

ネットの危険性を調査している長野県や選択制を検

討している札幌市など、自治体からの住基ネット批

判は続いています。 

杉並区は横浜方式採用の条件として「全国の自治

体に呼びかけ住基ネット監視の第三者機関の設置を

図る」ことを表明していました。監視から住基ネッ

トの中止・廃止に向けて、大きく世論をつくりまし

ょう。 
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